
朝霞市条例第２８号 

朝霞市下水道条例の一部を改正する条例 

朝霞市下水道条例（昭和５６年朝霞市条例第２５号）の一部を次のように改

正する。 

第１５条を次のように改める。 

第１５条　使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、

次の表に定めるところにより算出した基本使用料及び従量使用料の合計額に

消費税等相当（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課

される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を

乗じて得た金額をいう。）を加えた額（当該額に１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り捨てた額）とする。 

 

用途区分

基 本 使

用 料 （

１ 月 に

つ き ）

従量使用料（１月につき）

 
一般汚水 ５００円 汚水排除量 金額（１立

方メートル

につき）

 
５立方メートルまで ２０円

 
５立方メートルを超え１０立方メートル

まで

３０円

 
１０立方メートルを超え２０立方メート

ルまで

７０円

 
２０立方メートルを超え３０立方メート

ルまで

７５円

 
３０立方メートルを超え５０立方メート

ルまで

８５円

 
５０立方メートルを超え１００立方メー

トルまで

９５円



２　定例日（使用料算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。

から次の定例日までの中途において公共下水道の使用を開始し、又は中止し

たときの使用料は、朝霞市水道事業給水条例（平成９年朝霞市条例第３０号

第２７条の規定を準用して算定する。 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例の施行の日前から継続して公共下水道を使用している者の使用料

にあっては、改正後の第１５条の規定は、同日以後最初に汚水の排除量を認

定する日以後の汚水の排除に係る使用料から適用する。

 
１００立方メートルを超え５００立方メ

ートルまで

１００円

 
５００立方メートルを超え１，０００立

方メートルまで

１１０円

 
１，０００立方メートルを超えるもの １２０円

 
公衆浴場

汚水

１立方メートルにつき ５０円

）

）


